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ガス料金その他の供給条件の内容 

 

 

1  対象となるお客さま 

大阪ガス株式会社が定める託送供給約款の供給区域のお客さまで，次のいず

れにも該当し，かつ，当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。 

(1) 当社が別途定めるガス需給約款（以下「ガス需給約款」といいます。）1（対象と

なるお客さま）に定めるお客さまであること。 

(2) この料金表に定めるプラン種別のガスの需給契約を契約されること。 

(3) 当社が，当社の定める方式により，この主契約料金表により算定されたガス料

金を請求できること。 

 

2  プラン種別 

(1) プラン種別は、次のとおりといたします。なお、一部プランに附帯するサービス

について、その内容は各附帯サービスに関して定められた利用規約・約款（以

下「対象約款」といいます。）の規定のとおりとし、お客さまは各附帯サービス

の利用にあたり、各対象約款に同意の上、その定めに従うものとします。 

番号 プラン種別 附帯サービス 

(1) オリジナルガス セットプラン ‐ 

（2） 
オリジナルガス セーフティープラン つながる修理サポート（N） 

※１※２※３ 

※１ 提供元：匠ワランティアンドプロテクション株式会社 

対象約款：つながる修理サポート（N）規約 

https://takumiwp.co.jp/sites/default/files/2018-11/kiyaku_N.pdf 

※２ 「つながる修理サポート（N）」の利用契約はお客さまと提供元の間で締結

されるものとします。 

※３ お客さまは、お客さまと提供元との間の「つながる修理サポート（N）」の利

用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で提

供元が当社に対して譲渡することに同意するものとします。なお、この場

合において、提供元及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個

別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 

(2) お客さまと当社との需給契約が終了した場合、各プラン種別の附帯サービス

に係る利用契約も同日付で終了します。なお、附帯サービスの提供元が当社

でない場合、附帯サービスに係る利用契約の終了に係るお客さまの手続き

は、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあら

かじめこれに同意するものとします。 

 

3  ガ  ス  料  金 

(1) ガス料金は，プラン種別毎に別紙「料金表」に定める基本料金および従量料
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金の合計とします。なお、従量料金は，別表（原料費調整）1(1)によって算定さ

れた平均原料価格が64，090円を下回る場合は，別表（原料費調整）1 (4)に

よって算定された原料費調整額を差し引いたものとし，別表（原料費調整）

1(1)によって算定された平均原料価格が64，090円を上回る場合は，別表（原

料費調整）1(4)によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。 

(2) この主契約料金表が適用されているお客さまであって、以下の適用条件をす

べて満たす場合には、当社が定める申込方法により、以下に定める割引制

度の適用を当社に申し込むことができるものといたします。  

【セット割】  

■ 適用条件  

イ お客さまが、「オリジナルガス セットプラン」にて需給契約を締結すること 

ロ 当社が取扱う電力供給サービスを利用中であり、かつ、お客さまから当社

に対してその旨の申告があること 

ハ ロの電力供給サービスに係る電力供給契約の契約者名義及び契約者住

所が、需給契約の契約者情報と同一であること  

■割引内容  

（1）に定めるガス料金の総額から、毎月金100円（税込）を減じるものといたし

ます。  

■その他  

イ 割引制度の適用開始日は、 「オリジナルガス セットプラン」に係る需給契

約にもとづく需給開始の日といたします。  

ロ お客さまが、上記適用条件を満たさなくなった場合または需給契約の定

めに違反した場合には、お客さまが上記適用条件を満たさなくなった日の

前日またはお客さまが需給契約の定めに違反した日の前日が属する料金

算定期間の次の料金算定期間に係るガス料金より、当社は、お客さまに

対する割引制度の適用を終了するものといたします。 

 

4   日  割  計 算 

(1) 当社は，ガス需給約款15（ガス料金の算定）(2)イからホまでの規定により料

金の日割計算をする場合の料金は，次の日割計算後基本料金と従量料金の

合計といたします。なお，別紙「料金表」のいずれの料金を適用するかは，料

金算定期間の使用量に30を乗じ，次の日割計算日数で徐した1か月換算使

用量によります。 

イ 日割計算後基本料金 

基本料金×日割計算日数/30 

<備 考> 

①  基本料金は，別紙「料金表」に基づく基本料金 

②  日割計算日数は，料金算定期間の日数 

③  計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て 
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ロ 従量料金 

   従量料金は，3（ガス料金）の規定によります。 

(2) 当社は，ガス需給約款15（ガス料金の算定）(2)ヘの規定により料金の日割計

算をする場合の料金は，次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたし

ます。なお，別紙「料金表」のいずれの料金を適用するかは，料金算定期間の

使用量に30を乗じ，30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か

月換算使用量によります。 

イ 日割計算後基本料金 

基本料金×（30－供給中止期間の日数）/30 

<備 考> 

① 基本料金は，別紙「料金表」に基づく基本料金 

② 供給中止期間の日数は，供給中止の日の翌日から供給開始の日までの 

日数。ただし，31日以上の場合は30 

③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て 

ロ 従量料金 

従量料金は，3（ガス料金）の規定によります。 

 

5  供給ガスの熱量，圧力および燃焼性 

この主契約料金表による供給ガスにおける熱量，圧力，燃焼性は，次のとおりと

いたします。なお，供給ガスは，燃焼性によって類別されており，この主契約料金表

による供給ガスの類別は13Ａであるため，13Ａとされているガス機器が適合いたしま

す。 

熱  量  標準熱量･･････45メガジュール 

最低熱量･･････44メガジュール 

圧  力  最高圧力･･････2.5キロパスカル 

最低圧力･･････1.0キロパスカル 

燃焼性  最高燃焼速度･･････47 

最低燃焼速度･･････35 

最高ウォッベ指数･･････57.8 

最低ウォッベ指数･･････52.7 

 

6  そ  の  他 

その他の事項については， ガス需給約款に定めるところによるものといたします。 
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なお，この主契約料金表の各用語の定義は，別段の定めが無い限り，ガス需給約

款の定めに準じるものとします。 
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附     則  
 
1 実施期日 

この主契約料金表は，2023年7月13日から実施いたします。 

 

 

 

 

 

制改定履歴（別紙、別表含む） 

2020年7月13日 制定 

2023年11月1日 改定 
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別紙 料金表 

 

使用量が20立方メートルまでの場合には料金表Ａを，使用量が20立方メートルを

こえ，50立方メートルまでの場合には料金表Ｂを，使用量が50立方メートルをこえ，

100立方メートルまでの場合には料金表Ｃを，使用量が100立方メートルをこえ，200

立方メートルまでの場合には料金表Ｄを，使用量が200立方メートルをこえ，350立方

メートルまでの場合には料金表Ｅを，使用量が350立方メートルをこえ，500立方メート

ルまでの場合には料金表Ｆを、使用量が500立方メートルをこえ，1,000立方メートル

までのる場合には料金表Ｇを，使用量が1,000立方メートルをこえる場合には料金表

Ｈをそれぞれ適用いたします。 

 

1  オリジナルガス セットプラン料金表（税込） 

(1)  料  金  表  A 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 1,056.00円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 174.81円 

 

(2)  料  金  表  B 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 1,364.81円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 144.52円 

 

(3)  料  金  表  C 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 1,635.74円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 139.10円 

 

(4)  料  金  表  D 
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イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 2,074.72円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 134.71円 

 

(5)  料  金  表  E 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 3,506.75円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 127.55円 

 

(6)  料  金  表  F 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 3,834.72円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 126.62円 

 

(7)  料  金  表  G 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 6,981.94円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 120.32円 

                            

(8)  料  金  表  Ｈ 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 7,307.87円 

ロ  従  量  料  金 
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従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 120.00円 

 

2  オリジナルガス セーフティープラン料金表（税込） 

(1)  料  金  表  A 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 1,016.00円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 174.81円 

 

(2)  料  金  表  B 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 1,324.81円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 144.52円 

 

(3)  料  金  表  C 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 1,595.74円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 139.10円 

 

(4)  料  金  表  D 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 2,034.72円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 134.71円 
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(5)  料  金  表  E 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 3,466.75円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 127.55円 

 

(6)  料  金  表  F 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 3,794.72円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 126.62円 

 

(7)  料  金  表  G 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 6,941.94円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 120.32円 

                            

(8)  料  金  表  Ｈ 

イ  基  本  料  金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。 

1契約につき 7,267.87円 

ロ  従  量  料  金 

従量料金は，その1月の使用量によって算定いたします。 

1立方メートルにつき 120.00円 
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別     表（原料費調整） 
 

1  原料費調整額の算定 

(1) 平均原料価格 

1トン当たりの平均原料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもと
づき，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，平均原料価格は，10円単位とし，10円未満の端数は，1円の位で四捨五入
いたします。 

平均原料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β 

Ａ＝各平均原料価格算定期間における1 トン当たりの平均ＬＮＧ価格 

Ｂ＝各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均ＬＰＧ価格 

α＝0.9476 

β＝0.0569 

(2) 原料費調整単価 

原料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ  1トン当たりの平均原料価格が64,090円を下回る場合 

原料費                           2の基準単価 
＝（64，090円－平均原料価格）×              ×（1＋消費税率） 

調整単価                                     100 

ロ  1トン当たりの平均原料価格が64,090円を上回る場合 

原料費                           2の基準単価 
＝（平均原料価格－64,090円）×              ×（1＋消費税率） 

調整単価                                     100 

なお，原料費調整単価の単位は，1銭とし，その端数は，イによって算定する場
合は切り上げ， ロによって算定する場合は切り捨てます。 

(3) 原料費調整単価の適用 

各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された原料費調整単価
は，その平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間に使用さ
れるガスに適用いたします。 

なお，各平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間は，次の
とおりといたします。 

平均原料価格算定期間 原料費調整単価適用期間 

毎年1月1日から3月  

31日までの期間 

その年の5月の検針日から6月の  
検針日の前日までの期間 
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毎年2月1日から4月  
30日までの期間 

その年の6月の検針日から7月の  
検針日の前日までの期間 

毎年3月1日から5月  
31日までの期間 

その年の7月の検針日から8月の  
検針日の前日までの期間 

毎年4月1日から6月  
30日までの期間 

その年の8月の検針日から9月の  
検針日の前日までの期間 

毎年5月1日から7月  
31日までの期間 

その年の9月の検針日から10月の  
検針日の前日までの期間 

毎年6月1日から8月  
31日までの期間 

その年の10月の検針日から11月の  
検針日の前日までの期間 

毎年7月1日から9月  
30日までの期間 

その年の11月の検針日から12月の  
検針日の前日までの期間 

毎年8月1日から10月  
31日までの期間 

その年の12月の検針日から翌年の  
1月の検針日の前日までの期間 

毎年9月1日から11月  
30日までの期間 

翌年の1月の検針日から2月の検  
針日の前日までの期間 

毎年10月1日から12月  
31日までの期間 

翌年の2月の検針日から3月の検  
針日の前日までの期間 

毎年11月1日から翌年  
の1月31日までの期間 

翌年の3月の検針日から4月の検  
針日の前日までの期間 

毎年12月1日から翌年  
の2月28日までの期間  
（翌年が閏年となる場  
合は，翌年の2月29日  
までの期間） 

翌年の4月の検針日から5月の検  
針日の前日までの期間 

 

(4)原料費調整額 

原料費調整額は，その1月の使用量に(2)によって算定された原料費調整単価
を適用して算定いたします。 

 

2   基準単価 

基準単価は，平均原料価格が100円変動した場合の値とし，次のとおりといたし

ます。 

1 立方メートルにつき   ８銭１厘 

 

3  原料費調整単価等のお知らせ 

当社は，1(1)の各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均ＬＮＧ価格，
1トン当たりの平均ＬＰＧ価格および1(2)によって算定された原料費調整単価をお知
らせいたします。 


